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●
広
野
市
民
セ
ン
タ
ー

：
決
定
し
よ
う
と
す
る
区
域

位
置

図
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■
地
区
計
画
と
は

・
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
特
性
に
応
じ
て
、
用
途
地
域
で
は
実
現
し
に
く
い
、
特
徴
あ
る
土
地
利
用
の
増
進

や
環
境
の
保
全
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
市
町
村
が
定
め
る
、

「
地
区
レ
ベ
ル
の
都
市
計
画
」
で
す
。

・
地
区
計
画
に
は
、
地
区
の
目
標
、
将
来
像
を
示
す
「
地
区
計
画
の
目
標
」
と
、
建
築
物
の
ル
ー
ル
な
ど

を
具
体
的
に
定
め
る
「
地
区
整
備
計
画
」
か
ら
な
り
、
住
民
な
ど
の
意
見
を
反
映
し
て
、
ま
ち
づ
く
り

の
ル
ー
ル
を
、
き
め
細
か
く
定
め
る
も
の
。

決
定
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
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ま
ち
づ
く
り
の
経
緯

平
成
1
3
年

市
街
化
区
域
編
入

の
検
討

（
編
入
断
念
）

広
野
駅
周
辺
開
発
事
業
推
進
協
議
会

発
足

⇒
広
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
構
想

作
成

（
市
街
化
区
域
編
入
を
前
提
と
し
た
土
地
区
画
整
理
事
業
）

平
成
2
1
年

広
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
地
権
者
会

設
立

平
成
2
3
年

市
街
化
区
域
編
入
に
関
す
る
地
権
者
判
断
会

⇒
2
/3
以
上
の
同
意
を
取
得
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。

平
成
2
4
年

広
野
駅
周
辺
開
発
事
業
推
進
協
議
会

解
散

平
成
2
8
年

市
街
化
調
整
区
域

に
お
け
る

地
区
計
画
の
検
討

広
野
駅
前
周
辺
ま
ち
づ
く
り
地
権
者
会

発
足

⇒
ま
ち
づ
く
り
の
支
援
に
関
す
る
要
望
書
を
市
に
提
出

令
和
2
年

「
広
野
駅
前
周
辺
ま
ち
づ
く
り
地
権
者
会
」
か
ら

「
土
地
区
画
整
理
事
業
準
備
組
合
」
へ
組
織
改
編

※
組
織
名
称
：
三
田
市
広
野
駅
西
土
地
区
画
整
理
事
業
準
備
組
合

（
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
検
討
）

令
和
６
年

地
区
計
画
の
申
出
書
の
提
出
（
令
和
6
年
3
月
2
9
日
）

広
野
駅
西
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
経
緯
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地
区
計
画
の
申
出
・
受
理

三
田
市
の
判
断

都
市
計
画
の
決
定
手
続
き

申
出
受
理
日

：
令
和
6
年
3
月
2
9
日

開
催
日

：
令
和
6
年
7
月
1
9
日

意
見
交
換
会
の
開
催

都
市
計
画
審
議
会

意
見
聴
取

都
市
計
画
決
定
に
向
け
た
法
定
手
続
き
へ

・
都
市
計
画
審
議
会
に
よ
る
審
議
、
諮
問

・
案
縦
覧
、
説
明
会
等

住
民
意
見
の
把
握

・
日
時

：
令
和
6
年
5
月
2
5
日

1
3
:3
0
～
1
4
:3
0

・
会
場

：
広
野
市
民
セ
ン
タ
ー

・
参
加
人
数

：
2
名

・
開
催
主
体

：
三
田
市

・
特
に
地
区
計
画
の
申
出
内
容
に
関
す
る
質
問
な
し

※
地
区
計
画
の
策
定
手
続
き
を
で
き
る
限
り
早
く

進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
意
見
あ
り
。

計
画
立
案
・
地
元
調
整

広
野
駅
西
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
経
緯
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２
ペ
ー
ジ

９
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）
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３
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

９
ペ
ー
ジ

：幅
員
9
.5
ｍ
の
道
路

：幅
員
6
.0
ｍ
の
道
路

：歩
行
者
通
路

：駅
前
交
通
広
場

：公
園

【補
足
図
面
】

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

-7-



3
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

雇
用
創
出
地
区

建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
は
次
の
と
お
り
。

１
．
工
場

（危
険
物
の
数
量
は
別
表
を
上
限
と
す
る
）

２
．
上
記
の
工
場
に
付
属
す
る
も
の

※
た
だ
し
、
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
場
の
業
種

は
、
以
下
の
も
の
に
限
る
。

ア
）食
料
品
製
造
業

イ
）生
産
用
機
械
器
具
製
造
業

ウ
）電
気
機
械
器
具
製
造
業

エ
）情
報
通
信
機
械
器
具

オ
）輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

【補
足
図
面
】
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５
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

危
険
物
の
数
量
の
制
限

危
険
物
は
引
火
性
液
体
（
消
防
法
で
規
定
す
る
危
険
物
第
四
類
）

の
み
に
限
定
、
か
つ
、
そ
の
総
量
は
、
準
住
居
地
域
レ
ベ
ル
ま
で

抑
え
ま
す
。
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３
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

【補
足
図
面
】

生
活
利
便
地
区
-Ⅰ

建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
は
次
の
と
お
り
。

１
．
店
舗
、
飲
食
店

（床
面
積
1
,5
0
0
㎡
以
下
か
つ
2
階
以
下
）

２
．
老
人
ホ
ー
ム
、
保
育
所
、
福
祉
ホ
ー
ム
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都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

【補
足
図
面
】

３
ペ
ー
ジ

生
活
利
便
地
区
-Ⅱ

建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
は
次
の
と
お
り
。

１
．
共
同
住
宅

２
．
店
舗
、
飲
食
店

(床
面
積
5
0
0
㎡
以
下
か
つ
2
階
以
下
)

３
．
事
務
所

(床
面
積
5
0
0
㎡
以
下
か
つ
2
階
以
下
)

４
．
診
療
所
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都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

＜
補
足
＞
建
築
で
き
る
店
舗
・
飲
食
店
の
種
類
（
生
活
利
便
地
区
-Ⅰ
・
Ⅱ
）

生
活
利
便
地
区
-Ⅰ
・Ⅱ
で
建
築
で
き
る
店
舗
・飲
食
店
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
1
3
0
条
の
5
の
3
に

定
め
る
も
の
で
す
。

『
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
』で

建
て
る
こ
と
の
で
き
る
店
舗
・飲

食
店
が
建
築
可
能
。

（
参
考
）

・
理
髪
店
、
美
容
院
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
取
次
店
、
質
屋
、
貸
衣
装
屋
、
貸
本
屋
等

・
洋
服
店
、
畳
屋
、
建
具
屋
、
自
転
車
店
、
家
庭
電
気
器
具
店
等

（作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が
5
0
㎡
以
内
の
も
の
）

・
自
家
販
売
の
た
め
に
食
品
製
造
業
を
営
む
パ
ン
屋
、
米
屋
、
豆
腐
屋
、
菓
子
屋
等

（床
面
積
の
合
計
が
5
0
㎡
以
内
の
も
の
）

・
学
習
塾
、
華
道
教
室
、
囲
碁
教
室
等

・
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
又
は
飲
食
店

等
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都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

４
ペ
ー
ジ

建
築
物
の
敷
地
面
積
・
高
さ
の
制
限

雇
用
創
出
地
区

●
敷
地
面
積
：5
,0
0
0
㎡
以
上

●
高
さ

：1
2
ｍ
以
下

生
活
利
便
地
区
-Ⅰ

●
敷
地
面
積
：1
,0
0
0
㎡
以
上

●
高
さ

：1
2
ｍ
以
下

生
活
利
便
地
区
-Ⅱ

●
敷
地
面
積
：2
0
0
㎡
以
上

●
高
さ

：1
0
ｍ
以
下 【補

足
図
面
】

生
活
利
便
地
区
-Ⅱ

生
活
利
便
地
区
-Ⅰ

雇
用
創
出
地
区
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都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

４
ペ
ー
ジ

建
築
物
の
壁
面
位
置
の
制
限

壁
面
位
置
・・
・建

築
物
の
外
壁
か
ら
道
路
ま
で
の
距
離
を
取
る

雇
用
創
出
地
区

●
a
の
部
分
：５
ｍ
以
上

●
ｂ
の
部
分
：２
ｍ
以
上

生
活
利
便
地
区
-Ⅰ

●
ｃ
の
部
分
：１
ｍ
以
上

生
活
利
便
地
区
-Ⅱ

●
ｃ
の
部
分
：１
ｍ
以
上

雇
用
創
出
地
区

●
a
及
び
ｂ
の
部
分
：１
ｍ
ま
で

壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
制
限

【補
足
図
面
】

※
雇
用
創
出
地
区
の
a
の
部
分
の
場
合

-14-



都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

４
ペ
ー
ジ

【補
足
図
面
】

雇
用
創
出
地
区

●
バ
ル
コ
ニ
ー
等
は
建
築
物
の
壁
面
と
一
体
的
な
形
態
意
匠
し
、

屋
外
階
段
も
建
築
物
の
意
匠
と
の
調
和
を
図
る

建
築
物
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
意
匠
の
制
限

雇
用
創
出
地
区

●
緑
化
率
の
基
準
（1
6
％
）を
設
定

建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度

雇
用
創
出
地
区

●
垣
、
さ
く
等
の
高
さ
な
ど
を
制
限
し
、
見
通
し
の
あ
る
構
造
と
す
る

垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限

屋
外
階
段
を
壁
面
と

一
体
的
な
形
態
意
匠

壁
面
を
立
ち
上
げ
る
な
ど

覆
い
措
置
を
講
じ
る
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７
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
決
定
素
案

（
第
１
号
議
案

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

-16-



🔹
第
５
次
三
田
市
総
合
計
画

ま
ち
の
再
生
の
取
組
み
施
策
（
抜
粋
）

★
Ｊ
Ｒ
駅
周
辺
の
魅
力
と
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め
る
土
地
利
用
の
推
進

✓
広
野
駅
周
辺
で
は
、
駅
利
用
者
や
周
辺
地
域
の
居
住
者
等
を
対
象
と
し
た
生
活
利

便
施
設
の
立
地
を
誘
導
し
ま
す
。

★
農
村
地
域
の
活
力
と
魅
力
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

✓
地
域
活
力
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
に
向
け
、
市
街
化
調
整
区
域
の
機
能
・
役
割

を
踏
ま
え
つ
つ
、
土
地
利
用
計
画
の
変
更
や
地
区
計
画
制
度
の
活
用
等
、
地
域
が

主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
も
の
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
や
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
組
み

等
を
定
め
る
も
の
。

上
位
計
画
等
と
の
関
連
性
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🔹
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

ま
ち
づ
く
り
の
実
現
方
策
（
抜
粋
）

★
地
域
拠
点
の
配
置

✓
JR
広
野
駅
や
相
野
駅
周
辺
に
つ
い
て
は
、
地
域
拠
点
と
位
置
付
け
、
駅
利

用
者
や
周
辺
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
商
業
、
医
療
、
子
育
て
等
生
活

利
便
施
設
及
び
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
機
能
の
誘
導
に
よ
る
拠
点
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。

★
地
域
拠
点
の
土
地
利
用
の
推
進

✓
広
野
駅
周
辺
で
は
、
駅
利
用
者
や
周
辺
地
域
の
居
住
者
等
を
対
象
と
し
た
生
活
利

便
施
設
及
び
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
機
能
の
立
地
誘
導
を
推
進
し
ま
す
。

中
長
期
的
な
視
点
か
ら
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
土
地
利
用
、
道
路
や
公
園
な
ど
都
市
施
設
の
整
備
の

方
向
性
の
ほ
か
、
生
活
像
、
産
業
構
造
、
都
市
交
通
、
自
然
的
環
境
な
ど
に
関
す
る
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

を
明
確
化
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
方
策
を
示
す
都
市
計
画
に
関
す
る
総
合
的
な
計
画
。

上
位
計
画
等
と
の
関
連
性
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

🔹
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

≪
市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画
≫
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

・
建
築
物
が
連
た
ん
し
て
建
っ
て
い
る
区
域
を
抽
出

⇒
集
落
区
域

・
災
害
危
険
性
の
あ
る
区
域
を
調
査

・
集
落
区
域
か
ら
災
害
危
険
性
の
あ
る
区
域
を
除
外

⇒
区
域
１

：
集
落
区
域

：
区
域
１

：
農
業
区
域

：
森
林
区
域

市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画
凡
例

（
抜
粋
）
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画

(現
在

)
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画

(説
明
図

)
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上
位
計
画
等
と
の
関
連
性

市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画

(変
更
案

)
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1
．
都
市
計
画
の
名
称

阪
神
間
都
市
計
画

地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）

2
．
実
施
結
果

①
閲
覧
期
間

令
和
6
年
9
月
1
7
日
（
火
）
～
令
和
6
年
1
0
月
1
日
（
火
）

②
閲
覧
方
法

ア
市
役
所
本
庁
舎
5
階
都
市
政
策
課
（
閲
覧
者
数

０
人
）

イ
広
野
市
民
セ
ン
タ
ー
（
閲
覧
者
数

０
人
）

ウ
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
閲
覧
（
閲
覧
者
数

6
9
件
）

③
意
見
書
提
出
期
限

令
和
6
年
1
0
月
8
日
（
火
）

④
素
案
説
明
会

令
和
6
年
9
月
1
9
日
（
木
）
（
参
加
者

3
人
）

⑤
意
見
書
対
象
者

関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
（
法
第
１
７
条
第
２
項
）

⑥
意
見
書
の

提
出
方
法

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
て
提
出
。

様
式
は
任
意
。

⑦
意
見
書
件
数

0
件

阪
神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
）
の
決
定
に
関
す
る

素
案
の
閲
覧
・
説
明
会
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
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都
市
計
画
手
続
き
の
流
れ
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

素
案
の
作
成

案
縦
覧
(意

見
書
提
出
)（

令
和
6
年
1
2
月
上
旬
予
定
）

都
市
計
画
の
決
定
告
示

（
令
和
7
年
3
月
下
旬
予
定
）

条
例
改
正
手
続
き
（
令
和
7
年
3
月
市
議
会
提
案
）

素
案
閲
覧
（
令
和
６
年
9
月
1
7
日
～
令
和
6
年
1
0
月
1
日
ま
で
）

素
案
説
明
会
（
令
和
6
年
9
月
1
9
日
）

意
見
書
の
提
出
期
限
（
令
和
6
年
1
0
月
8
日
）

市
都
市
計
画
審
議
会
（
諮
問
）

（
令
和
7
年
1
月
2
3
日
予
定
）

※
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
を
追
加
）

原
案
の
作
成

市
都
市
計
画
審
議
会
（
事
前
説
明
）
（
令
和
6
年
1
1
月
7
日
）
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事前説明事項 

第２号議案 

【説明資料】 

 
【第２号議案】 

三田市都市計画道路見直し方針（素案）について 

【概要版】 
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三田市都市計画道路見直し方針（素案） ≪概要版≫ 

●都市計画道路は、都市の将来像を達成し、円滑な都市交通と良好な都市環境を形成するために、都市活動を

支えている根幹的な施設であり、都市計画法に基づき定める道路です。 

●都市計画道路の機能として、人やモノの移動を確保するための「交通機能」、日照の確保や災害時の避難通路、

ライフライン等を収容するための「空間機能」、都市の骨格を構成するための「市街地形成機能」を有していま

す。 

 

1 都市計画道路とは 

※整備済  ：道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している道路延長。 
※概成済  ：改良済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道（概ね計画 

幅員の 2／3以上）を有する区間で、その現道に対応する都市計画道路延長。  
※事業中  ：事業費が予算化されている都市計画道路延長。  
※未着手  ：整備済、概成済及び事業中以外の都市計画道路延長。  
※幹線街路：国道線、古城線、三輪下田中線、横山天神線、駅前線、第二テクノ線、テクノ下相野線が該当。 
※区画街路：本町西山線が該当。 
  

 

２ 三田市の都市計画道路の整備状況 

●本市の都市計画道路は、幹線街路、区画街路、特殊街路の 43路線約 65.5㎞があり、そのうち整備済区間が

約55.4㎞、概成済区間が約6.6㎞、事業中区間が約0.9㎞、未着手区間が約2.5㎞あり、整備率は84.7％

となっています。 

区分 路線数 計画延長 整備済延長 整備率

幹線街路 38路線 63,750ｍ 54,710ｍ 85.80%

区画街路 4路線 1,660ｍ 670ｍ 40.40%

特殊街路 1路線 66ｍ 60ｍ 90.90%

合計 43路線 65,476ｍ 55,440ｍ 84.70%

●三田市の都市計画道路の整備状況

３ 見直しの必要性 

都市計画道路をとりまく課題とまちの将来像 

都市計画 
道路の課題 

本市の未着手路線（概成済み路線も含む。）は、当初決定から 50年以上が経過してい
る路線が大半を占めます。これらの計画区域に含まれる地権者には、長期間にわたり
建築行為に対して一定の制限が課されている状態です。 
 
⇒今後も整備の見込みのない都市計画道路が存在することで、更に長期間の建築制
限を受けることとなるため、未着手、概成済の都市計画道路について見直しを行
い、整備の必要性及び実現性等から総合的に判断して、整備すべきではない路線
（区間）については、計画の廃止や変更を行うことで、できるだけ早期のうちに不
要な制限を解除することが必要です。 

 

社会情勢 
の変化 

これまで増加してきた人口は、減少に転じており、令和 22 年の本市の人口は、将来
人口推計では 10 万人を下回る予測がされており、自動車交通量も合わせて減少す
ることが見込まれます。 
  
⇒人口や自動車交通量の減少に応じた持続可能な道路交通体系を構築することが必
要です。 

まちづくり
の方向性 

三田市都市計画マスタープランには、本市の将来像実現に向けて必要な道路ネットワ
ークの形成や、長期未着手路線の見直しについて示されています。 
  
⇒中長期的な視点による、これからのまちづくりを進めるうえで、根幹となる施設で
ある都市計画道路の整備方針を明らかにすることが必要です。 

 

まちづくりの将来像を踏まえた都市計画道路の見直しが必要 

４ 見直しの基本的な考え方 

①本市の将来都市像を踏まえた見直しを行います。 

都市計画道路の見直しに際しては、本市の将来都市像を踏まえるため、「第 5 次三田市総合計画」（令和 4 年

4月）、「三田市都市計画マスタープラン」（令和 5年 4月）等の上位・関連計画との整合を図りながら見直しを行

います。 

②ガイドラインに基づいた見直しを行います。 

本市の都市計画道路の見直しは、ガイドラインに基づき、各路線の位置づけや都市計画道路網全体の配置状況

等、各路線の必要性を検証し、見直し理由を明確にしながら進めることとします。 

③住民への情報提供に配慮し、住民の理解と合意形成に努めます。 

都市計画道路は、住民や地域のまちづくりに与える影響が大きい都市施設であることから、その見直しに当た

っては、道路の必要性や見直しの理由について住民への十分な情報提供を行い、合意形成に努めます。 

④三田市が主体となり、関係機関との協議・連携により見直しを進めます。 

地域の実情を最も把握している本市が主体となり、関係機関と連携し、調整を図りながら見直しを進めていき

ます。 

新三田駅 

三田駅 

ウッディタウン中央駅 

南ウッディタウン駅 

フラワータウン駅 
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５ 見直しの進め方 

●都市計画道路の見直し方針は、以下の判定フローに基づき検証・評価します。 

６ 見直しの検討対象路線の抽出 

●ガイドラインに基づいて、以下の 5路線を見直し検討対象路線とします。 

 

▼見直し検討対象路線 
 

検討

区間

番号 

路線名称 決定者 当初決定 
幅員 

(ｍ) 

車線

の数 

計画 

延長 

（ｍ） 

整備済 

延長 

（ｍ） 

未整備

延長 

（ｍ） 

概成済 

延長 

（ｍ） 

① 国道線 県 S34.1.17 12 2 5,920  1,090  0 4,830 

② 古城線 
県（県道部） 

市（市道部） 
S34.1.17 18 2 710  0  0 710 

③ 三輪下田中線 

市 

S48.2.13 16 2 960  0  960 0 

④ 横山天神線 S34.1.17 16 2 2,010  1,230  780 0 

⑤ 本町西山線 S34.1.17 9 2 1,160  390  50 720 

▼見直し検討対象路線位置図 

① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

新三田駅 

三田駅 

ウッディタウン中央駅 

南ウッディタウン駅 

フラワータウン駅 
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７ 見直しの評価結果 

●判定フローに基づいた評価結果を以下に示します。 ※評価結果は路線全体としての結果を示しています。 

 

①国道線
④横山天神線
⑤本町西山線

②古城線
③三輪下田中線

「機能性を有する路線」の検証

「機能代替可能性の検証」

①国道線
②古城線

③三輪下田中線
④横山天神線
⑤本町西山線

③三輪下田中線
④横山天神線
⑤本町西山線

①国道線
②古城線

⑤本町西山線
③三輪下田中線
④横山天神線

①国道線
②古城線

機能代替可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要幹線街路：①国道線、②古城線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市幹線街路：④横山天神線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助幹線街路：③三輪下田中線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区画街路：⑤本町西山線

機能代替不可

現状では存続が妥当な路線廃止検討路線

都市計画道路網としての
不連続な状況に対する判断

路線機能を踏まえた
横断面構成の検証

【STEP1】
見直しにおける基礎条件の整理

【STEP2】
客観的な評価項目による機能検証

【STEP3】
地区固有の要素による検証

【STEP4】
廃止・存続形態の検討

幅員等仕様変更の必要性

「存続判断」妥当ではない

「必要性を有する路線」の検証「必要性を有しない路線」の検証

「廃止判断」妥当 「廃止判断」妥当ではない

「存続判断」妥当

「機能性を有しない路線の検証」

存続

変更候補
ルート、幅員の変更

変更

不連続が容認できる 連続が適正と判断

廃止候補

廃止

変更の必要性なし変更の必要性あり

存続候補
(現計画のまま)
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８ 見直しの方針（素案） 

●都市計画道路の見直し方針は以下のとおりです。 

存続区間
現行都市計画のまま、計画の具体化に向けて関係機関との
協議・調整を進めていく区間

存続（継続検討）区間
整備完了とならない要因となっている課題を解決するため、
継続して関係機関との協議・調整を進めていく区間

変更区間
整備実施の可能性を確認し、計画変更（幅員、線形等）の
検討を行う区間

廃止区間
都市計画の廃止手続きに向けて、住民説明会の実施や
関係機関との協議・調整を進めていく区間

①-1 

①-2 

②-1 

②-2 

③-1 
③-2 

③-3 

④-２ 

④-１ 

⑤ 

９ 見直しの進め方 

●都市計画道路の見直しに向け、以下のフローで進めていきます。今後は、個別路線の見直し方針（素案）に示し

た方向性に沿って、具体的な変更計画を検討・立案し、関係機関と十分に調整しながら、住民等利害関係人の

合意形成が得られた路線から都市計画変更の手続きを進めていきます。 

都市計画道路見直し方針案 

都市計画道路見直し方針の策定 

都市計画の変更 

関係機関協議 パブリックコメント・説明会 

関係機関協議 住民等利害関係人の合意形成 

▼見直し方針図（素案） ▼見直し方針（素案） 

検討区間 対象延長（ｍ） 見直し方針 理由

①-1 2,800

①-2 2,030

②-1 430 存続（継続検討）

対象区間が概成済となっており、本路線に必要とされる機能を踏まえた幅員構成の再検討が必要
であるが、対象区間にJR宝塚線との交差があり、新設（改良）する道路は、立体交差での計画と
する必要（道路法第31条：道路と鉄道の交差）がある。
したがって、現計画を存続とはするが、JR宝塚線と立体交差する計画は、縦断線形等の道路構造
上の課題や沿道施設立地に多大な影響を及ぼすため、「存続（継続検討）」とし、継続して関係
機関と協議・調整を進めていく区間とする。

②-2 280 変更
対象区間が概成済となっており、本路線に必要とされる機能を踏まえた幅員構成の再検討が必要
であるため、「変更」とする。

③-1 320 廃止
廃止による周辺路線の交通容量に問題がないことに加え、対象区間に保存すべき歴史的資産があ
るため、「廃止」とする。

③-2 420 存続
まちなかの回遊性向上等、三田駅周辺のにぎわいのある空間形成に寄与する区間であるため、
「存続」とする。

③-3 220 廃止
廃止による周辺路線の交通容量に問題がないことに加え、対象区間に神戸電鉄三田線との交差が
あり、整備にあたって鉄道の付け替えが発生し、他施設への影響が大きいため、「廃止」とす
る。

④-1 480 廃止
廃止による周辺路線の交通容量に問題がないことに加え、対象区間に神戸電鉄三田線との交差が
あり、整備にあたっては縦断線形等の道路構造上の問題があるため、「廃止」とする。

④-2 300 存続
都市の骨格の形成に寄与する区間であり、地区内の自転車・歩行者ネットワークの連続性に寄与
する区間であるため、「存続」とする。

⑤ 本町西山線 ⑤ 770 廃止
廃止による周辺路線の交通容量に問題がないことに加え、対象区間に保存すべき歴史的資産があ
り、三田本町通りセンター街とも重複しているため、「廃止」とする。

変更
全区間が概成済となっており、本路線に必要とされる機能を踏まえた幅員構成の再検討が必要で
あるため、「変更」とする。

② 古城線

③ 三輪下田中線

④ 横山天神線

路線名（対象区間）

① 国道線

新三田駅 

三田駅 
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後
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